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〔
質
問
〕大
学
院
大
学
設
置

支
援
室
の
具
体
的
な
役
割

と
業
務
内
容
を
伺
う
。

〔
答
弁
〕【
総
務
部
長
】設
立

予
定
法
人
と
の
各
種
調
整
、

市
内
外
の
関
係
機
関
や
市

役
所
内
部
の
関
係
部
署
と

の
調
整
役
、課
題
の
整
理
、

開
校
後
の
各
種
連
携
に
向

け
た
検
討
な
ど
を
行
な
っ

て
い
る
。

〔
質
問
〕設
置
の
進
捗
状
況

に
つ
い
て
伺
う
。

〔
答
弁
〕【
市
長
】寄
付
金
の

手
続
き
や
文
部
科
学
省
認

可
申
請
に
向
け
た
事
前
相

談
、申
請
書
類
の
作
成
、学

生
需
要・人
材
需
要
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
。市
内

企
業
向
け
ア
ン
ケ
ー
ト
、旧

白
川
中
学
校
の
土
地
と
建

物
の
財
産
に
関
す
る
協
議

の
調
整
を
行
な
っ
た
。準
備

会
は
、文
部
科
学
省
へ
の
申

請
に
向
け
て
、先
生
方
の
確

保
、授
業
計
画
や
授
業
科

目
、教
育
課
程
な
ど
の
最

終
調
整
の
段
階
で
あ
る
。

〔
質
問
〕地
域
イ
ベ
ン
ト
に

対
し
て
、ど
の
よ
う
な
調

整
を
行
な
っ
て
い
く
の
か

伺
う
。

〔
答
弁
〕【
企
画
政
策
課
長
】

「
地
域
と
の
連
携
方
針
」を

掲
げ
て
い
る
の
で
、地
域
イ

ベ
ン
ト
な
ど
に
対
し
て
は

地
元
の
要
望
を
踏
ま
え
、

市
も
間
に
入
り
法
人
側
と

調
整
し
て
い
く
。

〔
質
問
〕各
種
団
体
も
引
き

続
き
、施
設
を
利
用
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か

伺
う
。

〔
答
弁
〕【
企
画
政
策
課
長
】

令
和
８
年
度
に
校
舎
の
改

修
工
事
な
ど
が
想
定
さ
れ

る
。
団
体
に
対
し
て
は
状

況
を
丁
寧
に
説
明
し
、他
の

学
校
施
設
で
の
利
用
調
整

を
行
う
な
ど
、教
育
委
員

会
と
も
連
携
し
な
が
ら
進

め
て
い
き
た
い
。

〔
質
問
〕工
事
期
間
中
と
設

置
後
の
指
定
避
難
所
に
つ

い
て
伺
う
。

〔
答
弁
〕【
危
機
管
理
課
長
】

工
事
内
容
な
ど
を
確
認
し
、

地
元
自
治
会
お
よ
び
自
主

防
災
組
織
の
皆
さ
ま
と
調

整
し
て
い
き
た
い
。

〔
質
問
〕市
内
企
業
や
団
体

と
の
連
携
に
つ
い
て
伺
う
。

〔
答
弁
〕【
市
長
】白
石
市
全

体
に
大
学
院
大
学
の
設
置

効
果
を
波
及
さ
せ
て
い
く

た
め
に
、市
内
企
業
や
事

業
所
、各
種
団
体
に
対
し
て
、

大
学
院
大
学
と
の
連
携
協

力
を
働
き
か
け
て
い
く
。準

備
法
人
と
白
石
市
が
お
互

い
の
利
点
を
生
か
し
な
が

ら
、人
材
育
成
や
教
育
振

興
、地
方
創
生
に
関
す
る

連
携
協
定
を
締
結
し
た
い

と
考
え
て
お
り
、準
備
法

人
と
協
議
を
進
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、白
石
商
工
会
議

所
も
含
め
た
三
者
間
で
の

連
携
協
定
の
締
結
に
了
承

を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。 二

次
元
コ
ー
ド
か
ら
各
議
員
の
質
問
動
画
へ
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

大
学
院
大
学
設
置
に
つ
い
て

　
　
　
　  

　
大
内
　
卓
也

〔
質
問
〕鳥
獣
保
護
管
理
法

（
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理

並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
）が
改
正
さ

れ
９
月
１
日
に
施
行
さ
れ

た
。特
色
は
ク
マ
、イ
ノ
シ

シ
が
局
所
的
に
人
の
生
活

圏
に
出
没
し
た
際
、市
町

村
長
の
判
断
で
猟
銃
駆
除

を
可
能
と
す
る
緊
急
銃
猟

制
度
を
創
設
し
た
こ
と
で

あ
る
。平
時
か
ら
体
制
整

備
が
必
要
で
あ
る
が
、マ
ニ

ュ
ア
ル
、フ
ロ
ー
等
の
対
応

状
況
を
伺
う
。

〔
答
弁
〕【
市
民
経
済
部
長
】

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
に
は
、

人
の
日
常
生
活
圏
へ
の
出

没
に
円
滑
な
対
応
が
で
き

る
よ
う
に「
必
要
な
人
員
・

関
係
者
の
協
力
体
制
の
確

保
」「
机
上
お
よ
び
実
施
訓

練
・
研
修
等
の
実
施
」「
備

品
の
確
保
」「
保
険
の
加
入
」

な
ど
対
応
フ
ロ
ー
を
ま
と

め
、緊
急
時
に
捕
獲
関
係

者
が
す
ぐ
に
参
照
で
き
る

よ
う
に
準
備
を
行
う
こ
と

が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。宮
城

県
で
は「
宮
城
県
有
害
鳥

獣
捕
獲
許
可
事
務
取
扱
要

領
」に
盛
り
込
む
こ
と
や
、

ク
マ
出
没
対
応
訓
練
実
施

等
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い

る
。
宮
城
県
や
関
係
機
関

と
連
携
を
図
り
、対
応
マ
ニ

ュ
ア
ル
の
整
備
と
人
員
確

保
な
ど
に
努
め
て
い
き
た

い
。

〔
質
問
〕国
は
捕
獲
に
偏
ら

な
い
対
策
を
重
点
に
進
め

て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、

本
市
の
基
本
姿
勢
・
対
策

を
伺
う
。

〔
答
弁
〕【
市
民
経
済
部
長
】

関
係
省
庁
が
連
携
し
て
総

合
的
な
施
策
を
講
ず
る「

ク
マ
被
害
対
策
施
策
パ
ッ

ケ
ー
ジ
」が
ま
と
め
ら
れ
た
。

緊
急
銃
猟
に
安
易
に
頼
る

こ
と
は
適
切
で
は
な
く
、長

期
的
な
視
点
に
立
っ
た
総

合
的
な
対
策
を
講
ず
る
べ

き
と
い
う
考
え
で
、本
市
も

同
様
の
考
え
で
あ
る
。

〔
質
問
〕人
と
ク
マ
の
棲
み

分
け
、共
存
を
目
指
す
べ

く
行
政
の
啓
発
活
動
が
重

要
と
考
え
る
が
、市
長
の

見
解
を
伺
う
。

〔
答
弁
〕【
市
長
】毎
年
、広

報
誌
や
チ
ラ
シ
で
被
害
防

除
対
策
に
関
す
る
情
報
発

信
や
研
修
会
の
開
催
な
ど

も
行
な
っ
て
お
り
、国
や
県

に
お
い
て
、多
岐
に
わ
た
る

情
報
が
公
表
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、こ
れ
ら
を
踏
ま

え
た
啓
発
活
動
に
努
め
て

い
き
た
い
。

【
そ
の
他
の
質
問
】

◎
成
年
後
見
制
度
の
充
実

　
に
つ
い
て

ク
マ
の
出
没
と
鳥
獣
保
護
管

理
法
の
改
正
に
つ
い
て

　
　
　
　
　  

　 

佐
久
間
　
儀
郎


